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１ はじめに 

１．１ 当初の基本構想（案）の作成 

  当町の本庁舎は、第１庁舎・第２庁舎・第３庁舎の３棟に分かれており、

第１庁舎は昭和２９年に建築され、その後５回の増改築を繰り返し、現在の

形となっています。 

  第２庁舎は昭和５０年に建築され、水道課、建設環境課及び農林水産課執

務室として利用しています。 

  第３庁舎は昭和４２年に消防署として建築され、その後消防署の移転に伴

い、現在は電子計算機室と財政課執務室、公用車車庫として利用しています。 

  いずれの庁舎においても、老朽化や狭あい化といった問題は避けられず、

特に災害時の防災拠点としての機能が十分に備えられているか危惧されてい

ます。 

  これらのことから、現庁舎が抱える様々な問題を解消し、町民サービスの

向上や行政効率を一層高めていくためにも、新庁舎の建設は早急に取り組ま

なければならない重要な課題であり、これまでにも幾度となく検討してきた

ものの、財政状況が厳しい当町においては、他の重要事業を優先してきた結

果、建設を断念せざるを得ない状況にありました。 

  平成２９年度に、前年度の熊本地震を教訓として国から行政の中枢拠点で

ある庁舎の建替えを対象とした「市町村役場機能緊急保全事業」が示され、

新庁舎の建替え財源についての課題を解決できる可能性が出てきたことから、

平成２９年５月に職員による庁内検討会議を立ち上げ、検討内容を整理し、

新庁舎建設の基本的事項を定めた「基本構想（素案）」を策定しました。 

  また、平成２９年８月には、町内の各種団体や有識者等で構成する野辺地

町新庁舎建設検討委員会を設置し、基本構想の策定を諮問しました。 

  同検討委員会では、基本構想（素案）を原案として、これに検討・修正を

加えながら、最終的な「基本構想（案）」を取りまとめ、平成２９年１１月

に町に答申しました。 

  このときの基本構想（案）では、新庁舎の建設予定地として野辺地中学校

南側の空き地を第１候補地に挙げていますが、これは来庁者の利便性や防災

拠点としての機能確保などを総合的に考慮して決定したものです。  
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１．２ 基本構想の修正 

  パブリックコメントを経て平成２９年１２月に決定した基本構想（以下「改

正前基本構想」という。）に沿って、町は平成３０年度に新庁舎の設計を進

め、令和元年６月定例議会に新庁舎建設工事請負契約議案を提出しましたが、

当該議案は否決され、その後、これまでの新庁舎建設計画を一から見直し 

 することになりました。 

  令和元年１１月に、町民の意向を取り入れて望まれる庁舎のかたちを検討

していくために、町が新庁舎建設に関するアンケートを実施したところ、 

 場所を尋ねた設問では多数の方が「本町の現在の役場の場所が良い」と答え、

改正前基本構想の建設候補地としての総合順位で「新町の野辺地中学校南側

が１位」と記載されていることと相違がありました。 

  町は、この相違の整合のために、町民の代表者等で組織する委員会を立ち

上げ、改正前基本構想を再検討してもらう必要があると判断しました。 

  令和２年１月に町議会議員、専門知識、学識及び見識を有する者、町内各

種団体の代表者など１５人で構成される「野辺地町新庁舎建設等検討委員会」

が組織され、町長から検討委員会に対し「アンケートの集計結果」と「改正

前基本構想」の相違をどのように整合させるべきか、改正前基本構想を再検

討するように諮問しました。 

  この基本構想（修正案）は、町長から諮問を受けた検討委員会が改正前基

本構想の内容を再検討し、必要な修正をしたものです。 
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 当初の新庁舎建設基本構想（案）の策定の際の、町と新庁舎建設検討委員会、

庁内検討会議との相互の関係を表した体系図は、次の図１のとおりとなります。 

 

図１ 当初の新庁舎建設基本構想（案）策定に係る体制図（平成２９年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和元年度からの新庁舎建設基本構想（修正案）の策定に当たって、町と新

庁舎建設等検討委員会の関係を表した体系図は、次の図２のとおりとなります。 

 

図２ 新庁舎建設基本構想（修正案）策定に係る体制図（令和元年度～） 
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２ 現庁舎の現状と問題点 

２．１ 現庁舎の現状 

  現在に至るまで、第１庁舎については５回の増改築が施されており、その

後の行政需要の増加により第２庁舎の建築、第３庁舎への移転を重ねてきま

した。また、その他に敷地内には倉庫及び車庫等が建設されました。 

 

表 1 現庁舎の建築年度及び延べ床面積 

建物名称 建築年度 延べ床面積 備   考 

庁
舎 

第１庁舎 昭和２９年 1,296.62 ㎡ 木造２階建 

第２庁舎 昭和５０年 433.34 ㎡ 木造２階建 

第３庁舎 昭和４２年 579.24 ㎡ 鉄筋コンクリート造 

小 計 2,309.20 ㎡  

そ
の
他 

土蔵 昭和２９年 95.61 ㎡ 
コンクリートブロック造 
※ 旧野村家住宅離れと一体 
 の日本遺産構成文化財 

会計課書庫 昭和４２年 55.42 ㎡ 木造平屋 

車庫 昭和２８年 102.77 ㎡ 木造平屋 

小 計 253.80 ㎡  

総 面 積 2,563.00 ㎡  

 

  平成２８年度に行った役場庁舎の老朽度調査において、第 1 庁舎の土台や 

柱の腐食による倒壊の危険性が指摘されています。 

  また、第２庁舎においては、使用柱材が細いことから構造耐力不足が指摘

されており、また第１庁舎ほどではないものの老朽化が指摘されています。 

  第３庁舎は、鉄筋コンクリート造でありますが、老朽化による壁面のクラ 

ックや壁面材の剥離等が見られています。 
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２．２ 現庁舎の問題点 

  増改築等により可能な限り対応してきた現庁舎ですが、老朽化や事務効率

の改善に伴う情報機器等の増加などの原因により、次のような問題を抱えて

います。 

① 老朽化による倒壊の危険性があり、災害時の対策本部の設置や防災機器等  

の設置場所には適しておらず、非常時に機能しない恐れがあります。 

② 窓口来庁者のための空間が狭いことにより、来庁者の待ち時間によるスト  

レスやプライバシーが確保できないことが懸念されています。 

 ③ 空調設備等の未整備により、夏期には暑く冬期には寒いことで執務環境

の悪化をきたしているほか、来庁者へ不快な環境を強いている状況にあり

ます。 

 ④ 駐車場の面積が不足しているため、来庁者の駐車スペースが十分確保で

きず、前面道路への路上駐車が発生しています。 

 ⑤ 議場が 2 階にあり、傍聴にあたっては狭い階段を上ることになり傍聴者

に不便を感じさせています。 
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３ 新庁舎建設の基本方針 

  新庁舎建設にあたり、災害時の防災拠点としての機能を十分に備えた庁舎

であることを最重要課題とし、かつ、町民にとって利用しやすい庁舎である

ことを目指し、次のような基本方針を設定しました。 

 

３．１ 耐震安全性の目標及び分類 

  耐震安全性の目標は、官庁施設の総合耐震計画基準（国土交通省官庁営繕

部監修）より表２のように分類されます。 

 

表２ 耐震安全性の目標 

部 位 分類 耐震安全性の目標 

構造体 

Ⅰ類 
 大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用できること

を目標とし、人命の安全確保に加えて機能確保が図られるものとする。 

Ⅱ類 

 大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用でき

ることを目標とし、人命の安全確保に加えて機能確保が図られるもの

とする。 

Ⅲ類 

 大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全体の体

力の低下は著しくないことを目標とし、人命の安全確保が図られるも

のとする。 

建築非構造 

部材 

A 類 

 大地震動後、災害応急対策活動等を円滑に行ううえ、又は危険物の

管理のうえで支障となる建築非構造部材の損傷、移動等が発生しない

ことを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られる

ものとする。 

B 類 
 大地震動により建築非構造部材の損傷、移動等が発生する場合でも

人命の安全確保と二次災害の防止が図られることを目標とする。 

建築設備 

甲類 

 大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られていると

ともに、大きな補修をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続

できることを目標とする。 

乙類 
 大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られているこ

とを目標とする。 

 ※構造体     壁、柱、床、梁、屋根又は階段などの主要構造物 

  建築非構造部材 構造体以外の天井材、外壁（外装材）など 

  建築設備    電気、ガス、水道などの設備 

 

  また、官庁施設の耐震安全性の分類は、対象施設ごとに表３のように分類

されます。 
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表３ 官庁施設の耐震安全性の分類 

対象施設 
耐震安全性の分類 

構造体 建築非構造部材 建築設備 

（１）災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第

３号に規定する指定行政機関が使用する官庁施設（災害応

急対策を行う拠点となる室、これらの室の機能を確保する

ために必要な室及び通路等並びに危険物を貯蔵又は使用

する室を有するものに限る。以下（２）から（１１）にお

いて同じ。） 

（２）災害対策基本法第２条第４号に規定する指定地方行政機

関（以下「指定地方行政機関」という。）であって、２以

上の都府県又は道の区域を管轄区域とするものが使用す

る官庁施設及び管区海上保安本部が使用する官庁施設 

（３）東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、大阪府、

京都府及び兵庫県並びに大規模地震対策特別措置法（昭和

５３年法律第７３号）第３条第１項に規定する地震防災対

策強化地域内にある（２）に掲げるもの以外の指定地方行

政機関が使用する官庁施設 

（４）病院であって、災害時に拠点として機能すべき官庁施設 

（５）放射性物質若しくは病原菌類を貯蔵又は使用する施設及

びこれらに関する試験研究施設として使用する官庁施設 

Ⅰ類 A 類 甲類 

（６）（２）及び（３）に掲げるもの以外の指定地方行政機関

が使用する官庁施設並びに警察大学校等、機動隊、財務事

務所等、河川国道事務所等、港湾事務所等、開発建設部、

空港事務所等、航空交通管制部、地方気象台、測候所、海

上保安監部等及び地方防衛支局が使用する官庁施設 

（７）病院であって、（４）に掲げるもの以外の官庁施設 

（８）石油類、高圧ガス、毒物、劇薬、火薬類等を貯蔵又は使

用する官庁施設及びこれらに関する試験研究施設として

使用する官庁施設 

Ⅱ類 A 類 甲類 

（９）学校、研修施設等で、災害対策基本法第２条第１０号に

規定する地域防災計画において避難所として位置づけら

れた官庁施設（（４）に掲げる警察大学校等を除く。） 

Ⅱ類 A 類 乙類 

（１０）学校、研修施設等で、（７）に掲げるもの以外の官庁

施設（（４）に掲げる警察大学校等を除く。） 

（１１）社会教育施設、社会福祉施設として使用する官庁施設 

Ⅱ類 B 類 乙類 

（１２）（１）から（１１）に掲げる官庁施設以外のもの Ⅲ類 B 類 乙類 

※災害対策基本法による指定期間 

・指定行政機関 

  内閣府、国家公安委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、総務省、消防庁等・・・省庁関係 

・指定地方行政機関 

  管区警察局、財務局、地方整備局等・・・省庁管轄部局 

 

  新庁舎の耐震安全性については、災害応急対策活動に必要な施設で災害対

策の指揮、情報伝達等のための施設として位置づけ、表３（６）で示される

指定地方行政機関が使用する官庁施設と同等の耐震安全性を確保するために、

構造体をⅡ類、建築非構造部材をＡ類、建築設備を甲類として検討します。 
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３．２ 新庁舎の機能の基本方針 

  新庁舎の基本方針として次の７項目を挙げました。 

 ①防災拠点としての機能を備えた庁舎 

   防災拠点として、災害の予防や災害発生時の対応に十分機能するように、

以下の点を検討します。 

・災害時の対策本部室の確保 

・災害対策用備品や応急物資等の保管場所の確保 

・防災無線・防災機器は万が一の浸水を考慮する 

・停電時の非常用電源を確保するために自家発電装置の設置の検討 

・飲料水兼用耐震性貯水槽の設置の検討 

・災害時の緊急車両や災害復旧車両等の待機場所として、また、要支援者の 

一時退避場所としての駐車スペースの確保 

   （緊急車両等想定台数：消防本部 1、消防署 1、消防団 9、警察署 1、 

              野辺地病院 1、資機材車 1、ダンプ 1、バス 2） 

 ②誰もが利用しやすい庁舎 

   町民や来庁者及び利用者が利用しやすい庁舎とするため、窓口業務に係

る担当課を１階に集約するとともに、２階以上へ往来するためのエレベー

タを設置するものとします。 

   また、総合窓口の設置により、ワンストップ・サービスの実現を図り、

更に利用者の待合時間におけるストレスの軽減のため、リラックスできる

待合スペースの確保を検討します。 

③環境保全対策及び省エネルギーに配慮した庁舎 

   再生可能エネルギーとして太陽光発電の設置を検討し、また LED や人感

センサー付き照明等の省エネ型機器の導入を検討することで、電気使用量

の低減を図ります。 

   高気密、高断熱の壁面材・天井材とし、冷暖房効率や換気効率を考慮し

効率よく冷暖房することで光熱費の抑制を図ります。 

 ④総合的にコストバランスのとれた庁舎 

   新庁舎に係る初期費用、維持管理の容易性、維持管理費等を総合的に比

較検討し、効率的に運営できる庁舎を目指します。 

 ⑤開かれた議会施設を有する庁舎 

   誰もが容易に傍聴できるように、議場のバリアフリー化や議場に通じる

通路や階段を広くすることを検討します。また、議場は議会閉会中も講演

会や会議など多目的に利用できるように配慮します。 

 ⑥十分な駐車スペースを備えた庁舎 

   車による来庁者が駐車に不便を感じないスペースを確保するとともに、

災害時における緊急車両等の駐車に備えるため、1 台当たり 25 ㎡、１００

台分の駐車場を検討し、さらに障害者用駐車スペースを役場庁舎前面に確

保します。（25 ㎡×100 台＝2,500 ㎡） 
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 ⑦周辺地域の利用状況等に配慮した庁舎 

   庁舎敷地の出入口は、児童・生徒の通学路となることが想定されること

から、その設計にあたっては安全配慮を十分に検討します。また、日本遺

産の構成文化財である旧野村家住宅離れ（行在所）付近での新庁舎建設関

連工事が見込まれる場合には、その来訪者の移動手段等を考慮した周辺整

備を検討します。 

 

 

４ 新庁舎の建設規模及び場所 

 

４．１ 新庁舎の規模の算定 

  新庁舎の規模の算定に当たっては、総務省制定「平成３１年度地方債同意

等基準運用要綱（令和２年２月 6 日改正）」（以下「要綱」という。）に基

づいて算定します。 

  要綱によると「公共施設等適正管理推進事業－市町村役場機能緊急保全事

業」における起債対象事業費に係る延床面積は、原則として建替え前延床面

積を上限とするものであるが、建替え前延床面積が建替え後の本庁舎の入居

職員数に一人当たり４０．８㎡を乗じて得た面積を下回る場合は、建替え後

の本庁舎の入居職員数に一人当たり４０．８㎡を乗じて得た面積を上限とす

ることができます。 

  ただし、地方債の対象となる入居職員数は、地方公共団体定員管理調査の

対象となる職員（公営企業会計に属する職員は除く）となっています。 

  基本構想（修正案）においては、新庁舎の規模の算定を令和２年１月１日

現在の職員数を用いて算定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【参考】 

平成３１年度地方債同意等基準運用要綱より一部抜粋 

カ 市町村役場機能緊急保全事業の取扱いについては、次に掲げるところ

によるものであること。 

 (ア) 省略 

 (イ) 省略 

 (ウ) 原則として、建替え前延床面積を上限として、起債対象事業費を算

出するものであるが、建替え前延床面積が建替え後の本庁舎の入居職員

数に一人当たり４０．８㎡を乗じて得た面積を下回る場合は、建替え後

の本庁舎の入居職員数に一人当たり４０．８㎡を乗じて得た面積を上限

として、起債対象事業費を算出することができるものであること。 

 (エ) 以降、省略 
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４．２ 職員数について 

  令和２年１月１日における野辺地町の職員数等は表４のとおりです。 
 

表４ 野辺地町職員数（令和２年１月１日現在） 

 所  属 課長級 課長補佐級 一般職 
再任用・ 

会計年度任用職員 
計 

町長 

部局 

総 務 課  １   ２  ８  １  １２ 

地 域 戦 略 課  １   ２  ７  １  １１ 

財 政 課  ２   １  ６  ４  １３ 

防 災 安 全 課  １   ２  ４  ０   ７ 

税 務 課  １   １  ６  ４  １２ 

町 民 課  １   ２  ７  ３  １３ 

介 護 ・ 福 祉 課  ２   ３ １１ １１  ２７ 

健 康 づ く り 課  １   １  ７  ２  １１ 

農 林 水 産 課  １   １  ３  ２   ７ 

建 設 環 境 課  １   ３ １２  ２  １８ 

会 計 課  １   １  １  ２   ５ 

教育 

委員会 

部局 

学 校 教 育 課  ２   １  ４  ２   ９ 

社会教育・スポーツ課  １   １  ４  ０   ６ 

議会事務局  １   ０  １  １   ３ 

選挙管理委員会事務局  ０   ０  １  ０   １ 

農業委員会事務局  １   ０  １  ０   ２ 

小計 

１８  ２１ ８３ 

３５ １５７ 

 １２２  

水道課  １   ０  ３  １   ５ 

水道課を加えた合計 

１９  ２１ ８６ 

３６ １６２ 

 １２６  

  ※ 新庁舎の入居職員の対象として、公民館、図書館、歴史民俗資料館、小中学校及び 

   学校給食共同調理場の職員は含めないものとする。 

 

  地方債の対象となる入居職員数は、以下により算出します。 

    地方公共団体定員管理調査の対象となる入居予定職員   １２６人 

    うち公営企業会計に属する職員（水道課職員）を除く  ▲  ４人 

      新耐震基準の庁舎に所属していた職員を除く    ▲ ２１人  

                            計  １０１人 
 

  この人数を基に要綱の定めにより延床面積を算定すると、起債対象の上限

面積は、４０．８㎡×１０１人＝ 4,120.8 ㎡ ≒ 4，１２０㎡となります。  
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４．３ 新庁舎における執務室等の面積の算定 

  庁舎建設にあたって、執務室やそれぞれの諸室の標準面積は「平成２２年

度地方債同意等基準要綱」（平成２２年４月１日総務省通達）に基づき、算

定することとします。 

  「平成２２年度地方債同意等基準要綱」では、職員の役職に応じた換算率 

（表５）によって換算職員数を求め、換算職員一人あたりの基準面積を４．５㎡ 

として執務室の標準面積を求めます。表４「野辺地町職員数」及び表５「役職

による職員の換算率」の人口５万人未満の市町村の換算率を用いて、各課の換

算職員数をまとめると表６のとおりとなります。 

 

表５ 役職による職員の換算率（平成２２年度地方債同意等基準要綱」による） 

区  分 特別職・三役 部長・次長級 課長級 課長補佐級・係長 一般職員 

都道府県、指定都市及び 

人口５０万人以上の市 
２５ １２ ５ ２ 

１ 

※１．７ 

人口５万人以上５０万人 

未満の市町村 
２０ ９ ５ ２ 

１ 

※１．７ 

人口５万人未満の市町村 １２  ２．５ １．８ 
１ 

※１．７ 

 ※一般職員の「１．７」は製図者に係る換算率 

  再任用・臨時職員の換算率は一般職員と同じとする。 

 

表６ 各課の換算職員数 
 所  属 特別職 課長級 課長補佐級 一般職 再任用・臨時職員 合 計 

特
別
職 

町 長 １２．０     １２．０ 

副 町 長 １２．０     １２．０ 

教 育 長 １２．０     １２．０ 

町
長
部
局 

総 務 課  ２．５ ３．６ ８．０ １．０ １５．１ 

地 域 戦 略 課  ２．５ ３．６ ７．０ １．０ １４．１ 

財 政 課  ５．０ １．８ ６．０ ４．０ １６．８ 

防 災 安 全 課  ２．５ ３．６ ４．０  １０．１ 

税 務 課  ２．５ １．８ ６．０ ４．０ １４．３ 

町 民 課  ２．５ ３．６ ７．０ ３．０ １６．１ 

介 護 ・ 福 祉 課  ５．０ ５．４ １１．０ １１．０ ３２．４ 

健 康 づ く り 課  ２．５ １．８ ７．０ ２．０ １３．３ 

農 林 水 産 課  ２．５ １．８ ３．０ ２．０ ９．３ 

建 設 環 境 課  ２．５ ５．４ １２．０ ２．０ ２１．９ 

会 計 課  ２．５ １．８ １．０ ２．０ ７．３ 

学 校 教 育 課  ５．０ １．８ ４．０ ２．０ １２．８ 

社会教育・スポーツ課  ２．５ １．８ ４．０  ８．３ 

議 会 事 務 局  ２．５  １．０ １．０ ４．５ 

選挙管理委員会事務局    １．０  １．０ 

農業委員会事務局  ２．５  １．０  ３．５ 

水 道 課  ２．５  ３．０ １．０ ６．５ 

換 算 職 員 数 合 計 ３６．０ ４７．５ ３７．８ ８６．０ ３６．０ ２４３．３ 
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  執務室の標準面積は、換算職員数に基準面積４．５㎡を乗じて求めること

となっています。また、倉庫の標準面積は執務室の標準面積の１３％とする

ことになっています。表６の各課の換算職員数をもとに執務室の標準面積を

課ごとにまとめました。 

基本方針で窓口業務に係る担当課を集約し、１階に配置することとしました

ので、現庁舎において窓口業務にあたっている町民課、税務課、介護・福祉課、

健康づくり課、会計課の５課、そして公営企業である水道課を１階に配置しま

す。また、駐車場に係る面積に余裕度を持たせるために３階建てとし、建築面

積をなるべく縮小します。 

１階に配置される課以外の課については２階及び 3 階、議会関係諸室につ

いては３階に配置することとします。 

執務室及び倉庫について各階に配置すると表７のようになり、その標準面積

は合計で１，２１６．３㎡になります。 

 

表７ 各課の執務室及び倉庫の標準面積 

階数 所  属 
換算職員数 

合計［人］ 

標準面積 倉庫 

［㎡］ 

各階面積 

［㎡］ 執務室［㎡］ 執務室計［㎡］ 

１階 

町 民 課 １６．１ ７２．５ 

４０４．６ ５２．６ ４５７．２ 

税 務 課 １４．３ ６４．４ 

介護・福祉課 ３２．４ １４５．８ 

健康づくり課 １３．３ ５９．９ 

水 道 課 ６．５ ２９．３ 

会 計 課 ７．３ ３２．９ 

２階 

町 長 １２．０ ５４．０ 

４２８．０ 

※●●●● 

３４．６ 

 

４６２．６ 

副 町 長 １２．０ ５４．０ 

総 務 課 １５．１ ６８．０ 

選挙管理委員会 １．０ ４．５ 

教 育 長 １２．０ ５４．０ 

学 校 教 育 課 １２．８ ５７．６ 

社 会 教 育 ス ポ ー ツ 課 ８．３ ３７．４ 

建 設 環 境 課 ２１．９ ９８．６ 

３階 

農 林 水 産 課 ９．３ ４１．９ 

２６２．４ ３４．１ ２９６．５ 

農 業 委 員 会 ３．５ １５．８ 

地 域 戦 略 課 １４．１ ６３．５ 

財 政 課 １６．８ ７５．６ 

防 災 安 全 課 １０．１ ４５．５ 

議 会 事 務 局 ４．５ ２０．３ 

合   計 ２４３．３ １，０９５．０ １２１．３ １，２１６．３ 

※倉庫面積は特別職（町長、副町長、教育長）の執務室の面積を除く執務室面積の１３％とする。  
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４．４ 新庁舎における執務室以外の諸室の面積の算定 

  執務室及び倉庫以外の会議室等（会議室、電話交換室、便所、洗面所その

他の諸室をいう。）、玄関等（玄関、広間、廊下、階段その他の通行部分を

いう。）及び議会関係の面積を「平成２２年度地方債同意等基準要綱」に基

づき算定します。 

表８は、算定された執務室以外の諸室それぞれの面積を、各階の執務面積

と倉庫面積の合計面積の割合に応じて按分し配分したものとなります。 

 

表８ 新庁舎における各階の床面積 

室 名 算定方法 算定面積 

各階按分面積 

１階 ２階 ３階 

会議室等 常勤職員の現在数１６２人×７．０㎡ １，１３４．０㎡ ４２６．３㎡ ４３１．３㎡ ２７６．４㎡ 

玄 関 等 

（  執務室面積  １．０９５．０㎡ 

 ＋ 倉庫面積     １２１．３㎡ 

 ＋ 会議室等面積 １，２１６．３㎡ ） × ４０％ 

９４０．１㎡ ３５３．４㎡ ３５７．６㎡ ２２９．２㎡ 

議 事 堂 議員定数１２人×３５．０㎡ ４２０．０㎡ － － ４２０．０㎡ 

 

４．５ 想定される延床面積と建築面積 

  これまでに算定した新庁舎における各階の床面積をまとめると、表９のと

おりとなります。延床面積は３，７１０．５㎡と積算され、建築面積は１階

から３階までの最大面積１，２５１．５㎡と想定されます。 

 

表９ 執務室以外の諸室の標準面積 

室 名 

各階按分面積 

１階 ２階 ３階 

執 務 室 ４０４．６㎡ ４２８．０㎡ ２６２．４㎡ 

倉 庫 ５２．６㎡ ３４．６㎡ ３４．１㎡ 

会 議 室 等 ４２６．３㎡ ４３１．３㎡ ２７６．４㎡ 

玄 関 等 ３５３．４㎡ ３５７．６㎡ ２２９．２㎡ 

議 事 堂 － － ４２０．０㎡ 

合 計 １，２３６．９㎡ １，２５１．５㎡ １，２２２．１㎡ 

延 床 面 積 ３，７１０．５㎡ 

 

  コンパクトな新庁舎建設を実現するため、設計において効率的配置に努め、

２割程度の面積縮減を検討することとし、新庁舎の延床面積は約３，０００

㎡以内、建築面積は約１，１００㎡を目標値とします。  



14 

４．６ 公用車車庫等の建築面積 

  公用車の車庫及び倉庫等については、地方債同意等基準の上限である  

約４，１２０㎡から新庁舎の目標延床面積約３，０００㎡を差し引いた残り

約１，１００㎡の範囲内で、効率的に設計し整備することとします。 

新庁舎に配置する予定の公用車は、本庁舎及び健康増進センター、教育委

員会が管理している車両が２９台あります。このうち、町長車や道路パトロ

ール車、水道課車両などの緊急車両等１０台を車庫に入れることとし、公用

車の車庫については 1 台当たり２５㎡として、２５㎡×１０台＝２５０㎡を

公用車車庫とし、残り８５０㎡については防災関係倉庫等の整備への利用を

検討します。 

 

表１０ 新庁舎配置予定の公用車一覧 

№ 車名又は用途等 所管課等 台数 

1 町長車 建設環境課  １ 

2 一般公務用乗用車（軽含む）・バン 建設環境課  ８ 

3 小型トラック 建設環境課  １ 

4 軽トラック 建設環境課  ２ 

5 道路パトロール車 建設環境課  １ 

6 水道パトロール車 水道課  ２ 

7 防災パトロール車 防災安全課  １ 

8 交通・防犯指導車 防災安全課  １ 

9 徴収車（軽） 税務課  ２ 

10 環境整備作業車（軽） 財政課  １ 

11 転作指導車 農林水産課  １ 

12 一般公務用乗用車（軽含む） 教育委員会  ２ 

13 軽トラック 教育委員会  １ 

14 介護等訪問車（軽） 介護・福祉課  ３ 

15 健康指導車（軽） 健康づくり課  ２ 

                            計 ２９ 

 ※ 上記にはリース車を含む。 

   令和２年１月１日現在の公用車管理台帳の数値を基に作成した。 
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４．７ 新庁舎の建設候補地 

 

（１）建設候補地の選定 

  町民アンケートの場所の設問の集計結果で過半の支持を得て最多となった

現在役場がある「本町地区」が、町民に最も望まれる場所であると位置づけ、

新役場庁舎の建設候補地とします。 

  なお、今後、「本町地区」での建設計画・設計を進めるにあたって重大な

課題がある場合などには、改正前基本構想（平成２９年１２月作成。以下同

じ）の検討結果で第１候補地となり、町が用地を取得した野辺地中学校南側

の「新町地区」での建設について検討することとします。 

 

  なお、「本町地区」と「新町地区」のいずれの候補地も、用地の条件を除

き、改正前基本構想で比較検討した諸条件については、以下のとおり大差が

ない状況です。 

  ・ 野辺地町の人口重心から５００ｍ以内の範囲である 

  ・ 海抜は１５ｍ以上あり、自然災害による浸水の可能性は低い 

  ・ 併設道路や緊急輸送道路との接続等に大きな問題はない 

  ・ それぞれ、行政機関等、学校、金融機関、商店、寺、神社などに近く、 

   町民等の活動を著しく変化させるなどの大きな影響を及ぼさない 

 

  それぞれの用地の状況等については、次の項目で記載します。 

 

図３ 建設候補地の位置図
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図４ 本町地区 地籍イメージ図（現在の役場付近） 

 

 

図５ 新町地区 地籍イメージ図（野辺地中学校南側町有地） 

 

 

（２）建設候補地の土地の状況等 

  新庁舎建設に係る敷地利用の想定では、新庁舎の建築面積が約１，１００㎡、

車庫・倉庫が５００㎡、来庁者用駐車場が約２，５００㎡となりましたので、

合計の約４，１００㎡の用地が最低限必要な面積となります。 

  「本町地区」と「新町地区」の土地の状況は、次の表のとおりです。  

購入検討地を 

３者→２者と 

変更しました 



17 

表１１ 新庁舎建設候補地の敷地面積等 

候補地 

自己所有地の状況 

町所有地 ㋐ 
他の用途に使用 

 している面積㋑ 

使用できる面積 

㋐ － ㋑ 

Ａ 現庁舎敷地 

  本町地区 
約４，７９０㎡ 約２，０００㎡ 約２，７９０㎡ 

Ｂ 野辺地中学校南側 

  新町地区 
約７，８６０㎡ ０㎡ 約７，８６０㎡ 

 ※ 現庁舎敷地には、日本遺産構成文化財となっている「旧野村家住宅離れ 

  （行在所、蔵）と庭園」に供している面積が、約２，０００㎡あります。 

 

表１２ 新庁舎建設のために取得する予定の土地 

候補地 

計画面積等 

使用できる自己 

 所有地の面積㋒ 

取得する予定の 

 土地の面積 ㋓ 

合計面積 

㋒ ＋ ㋓ 

Ａ 現庁舎敷地 

  本町地区 
約２，７９０㎡ 

（２者の場合） 

約１，７２０㎡ 
約４，５１０㎡ 

Ｂ 野辺地中学校南側 

  新町地区 
約７，８６０㎡ ０㎡ 約７，８６０㎡ 

 

  「本町地区」では、上記の表１２のとおり取得予定地の面積を加えた場合、

最低限必要な面積とされる約４，１００㎡以上を確保できることになります。 

 

  土地の取得のために必要とされる費用の想定は、以下の表のとおりです。 

 

表１３ 新庁舎建設用地の取得（想定）費用         （単位：円） 

候補地 
取得費用 

土地購入費 ㋔ 建物等補償費 ㋕ 合計 ㋔ ＋ ㋕ 

Ａ 現庁舎敷地 

  本町地区 （想定） 

（２者の場合） 

35,500,000 

（２者の場合） 

11,500,000 
47,000,000 

Ｂ 野辺地中学校南側 

  新町地区 
120,125,165 0 120,125,165 

 ※ Ａの本町地区は、委託中の鑑定評価等調査の完了後に判明する予定です。 

   Ｂの新町地区は、平成３０年度に上記の金額で購入済です。 

 

  以上のように、取得予定地については、面積約１，７２０㎡、取得費用 

 約４，７００万円で計画します。ただし、計画・設計において著しく面積が 

 不足するおそれがあるときは、ほかに取得することを検討します。  
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５ 新庁舎の事業費及び財源 

５．１ 新庁舎の概算事業費 

  前項（15 ページの項目 4.7）で新庁舎の建設候補地とした「本町地区」に

建設することを前提として、延床面積３，０００㎡の新庁舎建設、５００㎡

の公用車車庫・倉庫建築及び外構工事の概算事業費を算定します。 
 
表１４ パターン３ 2 者からの取得地と第 2 庁舎敷地に建設 （単位：円） 

項 目 規格・数量・単価等 金額 

１．設計・調査費   

 建築設計費（解体含） 庁舎 3,000 ㎡、車庫等 500 ㎡ 41,000,000 

 外構設計費 4,514 ㎡ 差異少額でそのまま→   5,500,000 

 現有庁舎ｱｽﾍﾞｽﾄ含有調査 約 20 箇所の抽出送付調査 500,000 

 地質調査費 35ｍ×7箇所 12,000,000 

 用地測量費（縦横断含）  5,000,000 

計  64,000,000 

２．工事費   

 庁舎工事費 3,000 ㎡ 44.6 万円／㎡ 1,338,000,000 

 車庫等工事費  500 ㎡ 24.3 万円／㎡ 121,500,000 

 外構工事費 4,514 ㎡  2.2 万円／㎡ 99,308,000 

 仮設庁舎設置・撤去工事費 2,009 ㎡ 2年リース 0 

 現有庁舎解体工事費 庁舎ほか 5 棟 約 2,500 ㎡ 98,120,000 

計  1,656,928,000 

３．工事監理費   

 庁舎建築工事監理費  15,500,000 

 車庫等工事監理費  3,500,000 

 外構工事監理費  1,000,000 

計  20,000,000 

４．用地買収費   

 用地費 1,724 ㎡ 35,500,000 

 建物・営業等補償費 建物１棟 営業等 11,500,000 

 鑑定評価補償算定・測量費  8,800,000 

計  55,800,000 

５．備品購入費  80,000,000 

６．システム移設費 ①2→3 庁舎 ②新庁舎へ 29,000,000 

７．各申請手数料   

 建築確認等手数料  800,000 

 中間・完了検査費  1,000,000 

計  1,800,000 

合 計  1,907,528,000 

    ※ 上記概算事業費には、ブラインド設置、壁付け棚、議場等備品、 

     議会会議録・放送システム及び入室セキュリティシステム等を含み、 

     新庁舎への引越し費用、防災無線等設備、環境対策・省エネルギー 

     設備及び一部の特殊備品を含んでいない。 
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  以上のように、新庁舎建設に係る概算事業費は 1,907,528 千円で約 19

億円となります。 

  概算事業費のうち、地質調査費・縦横断測量費・実施設計費・工事費・工

事監理費（外構工事費のうち来庁者駐車場は除く）については起債の対象と

なりますが、その総額は 1,621,120 千円で約 16 億円となります。 

  今後、基本設計・実施設計を行うことで詳細な事業費の積算をすることに

なりますが、前述の基本方針（6～9 ページ）を実現するために、有効で無駄

のない手法を採用することとし、初期費用及び維持管理費の抑制に努めます。 

 

５．２ 新庁舎建設の財源 

  新庁舎建設事業の財源は、市町村役場機能緊急保全事業債及び役場庁舎建

設基金（以下「庁舎建設基金」という。）を活用することとします。 

 表１５ 項目別の財源計画  パターン３の場合      （単位：千円） 

項  目 事 業 費 
財  源 

起債（充当率 90％） 庁舎建設基金 

基本設計費 14,000  14,000 

建物設計・工事・監理費 1,621,120 1,458,900 162,220 

外構設計・工事・監理費 105,808 0 105,808 

用地買収・補償費 55,800 0 55,800 

備品購入費 80,000 0 80,000 

システム移設費 29,000 0 29,000 

各申請手数料 1,800 0 1,800 

合  計 1,907,528 1,458,900 448,628 

 

   庁舎建設基金の積み立て、起債の償還には多額の資金が必要となります。

町では、町民の皆様の御理解、御協力をいただき、平成２５年度から原子力

立地給付金の半額を、平成３０年度からは全額を減額させていただき、町で

実施する各事業へ充てさせていただいております。 

これにより捻出される一般財源相当額を庁舎建設基金に積み立てることに

より、新庁舎建設事業に係る起債を充てた残りの費用、起債対象外となる費

用を賄い、さらには起債の償還財源を確保していくこととしています。 

   これにより、今後の財政運営に影響を与えることなく、新庁舎建設事業を

実施することとしています。  
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６ 新庁舎建設スケジュール 

  本基本構想（修正案）をもとに、令和 2 年度から令和 6 年度までの新庁舎

建設スケジュール及び各年度の事業費を以下に示します。 

 

表１６ パターン３ 2 者からの取得地と第 2 庁舎敷地に建設 （単位：千円） 

年度 

項目 

Ｒ元 
 

10   3 

Ｒ２ 
 

4    10     3 

Ｒ３ 
 

4    10     3 

Ｒ４ 
 

4    10     3 

Ｒ５ 
 

4    10     3 

Ｒ６ 
 

4    10     3 

基本構想の 

修正 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用地決定、 

測量・買収 

 

 

 

55,800 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計 

実施設計 

測量・地質調査 

 

 

 

 

 

 

31,000 

 

 

 

33,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諸手続等  

 

 

 

     建築確認 

800 

 

 

     中間検査 

450 

   完了検査 

550 

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ仮設庁舎 

設置撤去工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築工事及び 

工事監理 

 

 

 

 

 

 

 

500,000 

 

600,000 

 

378,500 

外構工事及び 

工事監理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,000 

 

50,308 

現有庁舎 

解体工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98,120 

備品購入・搬入  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,000 

引っ越し 

ｼｽﾃﾑ移転費用 

 

 

 

 

第 2→第 3 庁舎 

7,000 

 

 

 

 

新庁舎へ 

22,000 

事業費計  ８６，８００ ４０，８００ ５００，０００ ６５０，４５０ ６２９，４７８ 

（うち起債対象）  １７，０００ ２７，５００ ５００，０００ ６００，０００ ４７６，６２０ 

起債 
 

１５，３００ ２４，７００ ４５０，０００ ５４０，０００ ４２８，９００ 

庁舎建設基金 
 

７１，５００ １６，１００  ５０，０００ １１０，４５０ ２００，５７８ 

 

※ 期間が複数年にわたるものについては、各年度に予定する事業量の割合で 

 全体の費用をそれぞれの年度に案分した。 
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７ 起債の償還計画 

  起債の償還に当たっては、庁舎建設基金等から繰り入れて返済していくこ

ととなりますが、遠い将来に向けての負担とならないよう償還期間をなるべ

く短くし、２０年償還とします。 

 

 表１７ パターン３  2者からの取得地と第2庁舎敷地に建設（単位：千円） 

借入年度 Ｒ２債 Ｒ３債 Ｒ４債 Ｒ５債 Ｒ６債 合計 

借入額 15,300 24,700 450,000 540,000 428,900 1,458,900 

Ｒ  3 返済 126 － － － － 126 

Ｒ  4 返済 887 204 － － － 1,091 

Ｒ  5 返済 887 1,431 3,705 － － 6,023 

Ｒ  6 返済 887 1,431 26,065 4,446 － 32,829 

Ｒ  7 返済 887 1,431 26,065 31,278 3,532 63,193 

Ｒ  8 返済 887 1,431 26,065 31,278 24,843 84,504 

Ｒ  9 返済 887 1,431 26,065 31,278 24,843 84,504 

Ｒ10 返済 887 1,431 26,065 31,278 24,843 84,504 

Ｒ11 返済 887 1,431 26,065 31,278 24,843 84,504 

Ｒ12 返済 887 1,431 26,065 31,278 24,843 84,504 

Ｒ13 返済 887 1,431 26,065 31,278 24,843 84,504 

Ｒ14 返済 887 1,431 26,065 31,278 24,843 84,504 

Ｒ15 返済 887 1,431 26,065 31,278 24,843 84,504 

Ｒ16 返済 887 1,431 26,065 31,278 24,843 84,504 

Ｒ17 返済 887 1,431 26,065 31,278 24,843 84,504 

Ｒ18 返済 887 1,431 26,065 31,278 24,843 84,504 

Ｒ19 返済 887 1,431 26,065 31,278 24,843 84,504 

Ｒ20 返済 887 1,431 26,065 31,278 24,843 84,504 

Ｒ21 返済 887 1,431 26,065 31,278 24,843 84,504 

Ｒ22 返済 887 1,431 26,065 31,278 24,843 84,504 

Ｒ23 返済 － 1,431 26,065 31,278 24,843 83,617 

Ｒ24 返済 － － 26,065 31,278 24,843 82,186 

Ｒ25 返済 － － － 31,278 24,843 56,121 

Ｒ26 返済 － － － － 24,843 24,843 

Ｒ2７返済 － － － － － 0 

※ 償還方法は元利均等償還方式、20 年償還（うち 1 年据置）、貸付利率 1.０％と

して算出した。 

 

  庁舎建設に係る起債の年間償還額は、ピーク時で 84,504 千円となります。

また、元利償還金の一部は、地方交付税の基準財政需要額に算入される部分

（元利償還金の２５％）がありますので、実際の負担額は最大年間約 64,000

千円となります。 


